
菰野町地域公共交通会議について 

 

《設置の背景》 

道路運送法の改正（平成18年10月1日施行）により、新たな協議組織の仕組みが示された。 

 

 

 

 

《設置の目的》 
道路運送法の規定に基づき、地域住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、

地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議することを目的とします。 

《協議の内容》 

（１）地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項 

（２）市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項 

（３）その他、交通会議が必要と認める事項 

《構 成 員》 

●一般乗合旅客自動車運送事業者  ●一般乗合旅客自動車運送事業者の組織する団体の指名する者 

●一般旅客自動車運送事業者の組織する団体の指名する者  ●住民又は利用者の代表 

●国土交通省中部運輸局三重運輸支局長又はその指名する者  ●道路管理者 

●一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の指名する者 

 ●三重県警察四日市西警察署長又はその指名する者  ●三重県職員  ●菰野町職員 

《協議の進め方》 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域公共交通会議における地域の関係者の合意とは 

 地域公共交通会議 （省令、ガイドライン） 

【主宰者】市区町村（複数市区町村共同、都道府県も可） 

【構成員】市区町村、住民代表、利用者代表、都道府県、地方運輸局（又は支局）、旅客自動車運送事業者（又は

その団体）、道路管理者、都道府県警察、学識経験者等（地域の実情に応じて） 

【目 的】•地域のニーズに即した乗合運送サービスの運行形態（市町村運営バスの必要性を含む）、サービス水準、

運賃等について協議。必要に応じて、例えば地域の交通計画を策定 

     •輸送の安全、旅客の利便の確保方策等を説明（地方運輸局において審査） 

 

                                         変更等 

 新４条に基づく乗合事業者による運送（事業許可又は事業計画変更認可）  

○運賃認可の届出化 

○道路管理者・警察への意見照会の簡便化 

○標準処理期間の短縮 ・路線変更認可の迅速化等合意 

 

資料２ 

平成17年2月 

菰野町コミュニティバス運行推進協議会設置 

 

平成20年4月 

菰野町地域公共交通会議設置 

 

 

事 業 計 画 

（案） 

 

提

示 

町 

計画内容の協議 

・ｻｰﾋﾞｽ水準(運賃、ﾀﾞｲﾔ) 

・運行経路 

・運行の態様(車両)等 

 

地域公共交通会議 

合

意 

 

【町】予算化、運行準備、ＰＲ等 

【町民、利用者】ＰＲ、意識の

向上、積極的な利用等 

【事業者】運行準備、許可申請等 

【関係官庁】事業許可、円滑な運

行に配慮等 

事 業 化 

利用実績・乗降調

査・要望 等 

合 意 


